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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スマートグリッドもしくはマイクログリッドにおける個々の分散型電源の発電出力およ
び需要設備の負荷の監視および制御を行う総合監視制御システムにおいて、
　各分散型電源の現在の発電出力量を示す情報および各需要設備の現在の負荷量を示す情
報を記憶する計測値記憶部と、
　少なくとも各分散型電源の定格発電容量および発電出力調整可能量を示す情報、各需要
設備の契約電力量および負荷調整可能量を示す情報、ならびに発電出力量の調整を行う分
散型電源を決定するための各分散型電源の優先度を示す情報および負荷量の調整を行う需
要設備を決定するための各需要設備の優先度を示す情報を管理する顧客情報管理手段と、
　前記マイクログリッドもしくはスマートグリッドの系統に事故が発生した場合に、少な
くとも前記計測値記憶部に記憶される情報および前記顧客情報管理手段により管理される
情報を用いて、各分散型電源の総発電出力量と各需要設備の総負荷量とを一致させるため
の融通手順を作成する異常時融通手順作成手段と
　を具備し、
　前記各分散型電源の前記発電出力調整可能量を示す情報は、前記計測値記憶部に記憶さ
れた情報を用いて作成され、
　前記各分散型電源の優先度を示す情報は、前記各分散型電源の定格発電容量および発電
出力調整可能量を示す情報を用いて作成され、
　前記異常時融通手順作成手段は、
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　電力融通後の系統を決定するとともにその際に健全停電区間を復旧するために必要とな
る電力量を決定する融通後系統決定手段と、
　前記融通後系統決定手段により決定された情報を用いて、いずれかの分散型電源の発電
出力量を調整する融通手順を作成する分散型電源発電出力調整手段と、
　前記分散型電源発電出力調整による発電出力調整だけでは供給電力量が足りない場合に
、負荷調整可能な需要設備に対して予め決められた範囲内で負荷量を調整する融通手順を
作成する需要負荷調整手段と、
　前記需要負荷調整手段による負荷調整によっても供給電力量が足りず、かつ、事故の復
旧に一定以上の時間がかかる場合に、前記需要負荷調整手段による負荷調整を行った需要
設備に対して前記範囲を超えて更なる負荷量の調整の許諾を依頼する融通手順を作成する
供給支障区間復旧手段と、
　前記健全停電区間への融通処理を実施する需要設備が備えている分散型電源の逆潮流を
加味した復旧を行う融通手順を作成する健全停電区間復旧手段と
　を有することを特徴とする総合監視制御システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の総合監視制御システムにおいて、
　前記異常時融通手順作成手段により生成された情報を用いて、前記マイクログリッドも
しくはスマートグリッドの系統を事故前の状態に復旧させる事故前系統復旧手段を更に具
備することを特徴とする総合監視制御システム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の総合監視制御システムにおいて、
　前記顧客情報管理手段は、
　各分散型電源の定格発電容量および発電出力調整可能量を示す情報、ならびに各需要設
備の契約電力量および負荷調整可能量を示す情報に加え、各分散型電源の発電出力量もし
くは各需要設備の負荷量を調整する際に顧客へ支払う金銭的インセンティブを示す情報を
記憶媒体に保管する顧客情報保管手段と、
　前記顧客情報保管手段により保管される情報を用いて、発電出力量の調整を行う分散型
電源を決定するための各分散型電源の優先度を示す情報を作成して記憶媒体に保管する分
散型電源発電出力調整優先度情報作成手段と、
　前記顧客情報保管手段により保管される情報を用いて、負荷量の調整を行う需要設備を
決定するための各需要設備の優先度を示す情報を作成して記憶媒体に保管する需要負荷調
整優先度情報作成手段と
　を有することを特徴とする総合監視制御システム。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の総合監視制御システムにおいて、
　前記異常時融通手順作成手段により作成された融通手順に従って、該当する需要設備の
負荷量の調整を実施する需要負荷調整手段を更に具備することを特徴とする総合監視制御
システム。
【請求項５】
　請求項２乃至４のいずれか１項に記載の総合監視制御システムにおいて、
　前記事故前系統復旧手段は、
　事故原因が除去された区間への送電を行う事故除去区間送電手段と、
　前記事故除去区間送電手段により送電が行われた後、系統を事故前の送電形態に戻す操
作手順を作成して切戻し操作を実行する切戻し操作実施手段と、
　前記切戻し操作実施手段により切戻し操作が行われた後、系統の状態をチェックする系
統状態チェック手段と
　を有することを特徴とする総合監視制御システム。
【請求項６】
　スマートグリッドもしくはマイクログリッドにおける個々の分散型電源の発電出力およ
び需要設備の負荷の監視および制御を行う総合監視制御システムにおいて、
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　各分散型電源の現在の発電出力量を示す情報、各需要設備の現在の負荷量を示す情報、
各分散型電源の過去の発電出力量の実績を示す情報および各需要設備の過去の負荷量の実
績を示す情報を記憶する計測値記憶部と、
　少なくとも各分散型電源の定格発電容量および発電出力調整可能量を示す情報、各需要
設備の契約電力量および負荷調整可能量を示す情報、ならびに発電出力量の調整を行う分
散型電源を決定するための各分散型電源の優先度を示す情報および負荷量の調整を行う需
要設備を決定するための各需要設備の優先度を示す情報を管理する顧客情報管理手段と、
　作業計画時に、少なくとも前記計測値記憶部に記憶される情報および前記顧客情報管理
手段により管理される情報、ならびに各分散型電源の発電出力量に応じた環境影響度を示
す情報もしくは各分散型電源の発電出力量に応じた費用を示す情報を用いて、作業実施時
のものとして想定される前記スマートグリッドもしくはマイクログリッドの系統の融通手
順を作成する作業計画時融通手順作成手段と、
　作業実施時に、少なくとも前記計測値記憶部に記憶される情報および前記作業計画時融
通手順作成手段により作業計画時に作成された情報を用いて、当該作業実施時の系統状態
と作業計画時に作業実施時のものとして想定された系統状態との差異を認識し、前記差異
がある場合に、各分散型電源の総発電出力量と各需要設備の総負荷量とを一致させるため
の融通手順を作成する作業実施時融通手順作成手段と
　を具備し、
　前記各分散型電源の前記発電出力調整可能量を示す情報は、前記計測値記憶部に記憶さ
れた情報を用いて作成され、
　前記各分散型電源の優先度を示す情報は、前記各分散型電源の定格発電容量および発電
出力調整可能量を示す情報を用いて作成されることを特徴とする総合監視制御システム。
【請求項７】
　請求項６に記載の総合監視制御システムにおいて、
　前記作業計画時融通手順作成手段は、
　前記計測値記憶部に記憶される情報を用いて、融通対象区間の供給電力量を決定する融
通対象区間供給電力量決定手段と、
　前記融通対象区間供給電力量決定手段により決定された情報を用いて、各分散型電源の
発電出力量に応じた環境影響度もしくは各分散型電源の発電出力量に応じた費用を加味し
つつ、各分散型電源の発電出力量の計画を行う分散型電源発電出力計画手段と、
　前記分散型電源発電出力計画手段により決定された情報を用いて、各需要設備の負荷量
に応じた費用を加味しつつ、各需要設備の負荷量の計画を行う需要負荷計画手段と
　を有することを特徴とする総合監視制御システム。
【請求項８】
　請求項６に記載の総合監視制御システムにおいて、
　前記作業実施時融通手順作成手段は、
　作業実施時の系統状態と作業計画時に作業実施時のものとして想定された系統状態との
差異を認識する融通対象系統監視手段と、
　前記融通対象系統監視手段により認識された情報を用いて、各分散型電源の発電出力量
に応じた環境影響度もしくは各分散型電源の発電出力量に応じた費用を加味しつつ、いず
れかの分散型電源の発電出力量を調整する融通手順を作成する分散型電源発電出力調整手
段と、
　前記分散型電源発電出力調整手段による発電出力調整だけでは供給電力量が足りない場
合に、各需要設備の負荷量に応じた費用を加味しつつ、いずれかの需要設備の負荷量を調
整する融通手順を作成する需要負荷調整手段と、
　融通処理を実施する需要設備が備えている分散型電源の逆潮流を加味した復旧を行う融
通手順を作成する健全停電区間復旧手段と
　を有することを特徴とする総合監視制御システム。
【請求項９】
　スマートグリッドもしくはマイクログリッドにおける個々の分散型電源の発電出力およ
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び需要設備の負荷の監視および制御を行うコンピュータを、
　各分散型電源の現在の発電出力量を示す情報および各需要設備の現在の負荷量を示す情
報を記憶する計測値記憶部、
　少なくとも各分散型電源の定格発電容量および発電出力調整可能量を示す情報、各需要
設備の契約電力量および負荷調整可能量を示す情報、ならびに発電出力量の調整を行う分
散型電源を決定するための各分散型電源の優先度を示す情報および負荷量の調整を行う需
要設備を決定するための各需要設備の優先度を示す情報を管理する顧客情報管理手段、お
よび、
　前記マイクログリッドもしくはスマートグリッドの系統に事故が発生した場合に、少な
くとも前記計測値記憶部に記憶される情報および前記顧客情報管理手段により管理される
情報を用いて、各分散型電源の総発電出力量と各需要設備の総負荷量とを一致させるため
の融通手順を作成する異常時融通手順作成手段
　として機能させ、
　前記各分散型電源の前記発電出力調整可能量を示す情報は、前記計測値記憶部に記憶さ
れた情報を用いて作成され、
　前記各分散型電源の優先度を示す情報は、前記各分散型電源の定格発電容量および発電
出力調整可能量を示す情報を用いて作成され、
　前記異常時融通手順作成手段は、
　電力融通後の系統を決定するとともにその際に健全停電区間を復旧するために必要とな
る電力量を決定する融通後系統決定手段と、
　前記融通後系統決定手段により決定された情報を用いて、いずれかの分散型電源の発電
出力量を調整する融通手順を作成する分散型電源発電出力調整手段と、
　前記分散型電源発電出力調整による発電出力調整だけでは供給電力量が足りない場合に
、負荷調整可能な需要設備に対して予め決められた範囲内で負荷量を調整する融通手順を
作成する需要負荷調整手段と、
　前記需要負荷調整手段による負荷調整によっても供給電力量が足りず、かつ、事故の復
旧に一定以上の時間がかかる場合に、前記需要負荷調整手段による負荷調整を行った需要
設備に対して前記範囲を超えて更なる負荷量の調整の許諾を依頼する融通手順を作成する
供給支障区間復旧手段と、
　前記健全停電区間への融通処理を実施する需要設備が備えている分散型電源の逆潮流を
加味した復旧を行う融通手順を作成する健全停電区間復旧手段と
　を有することを特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　スマートグリッドもしくはマイクログリッドにおける個々の分散型電源の発電出力およ
び需要設備の負荷の監視および制御を行うコンピュータを、
　各分散型電源の現在の発電出力量を示す情報、各需要設備の現在の負荷量を示す情報、
各分散型電源の過去の発電出力量の実績を示す情報および各需要設備の過去の負荷量の実
績を示す情報を記憶する計測値記憶部、
　少なくとも各分散型電源の定格発電容量および発電出力調整可能量を示す情報、各需要
設備の契約電力量および負荷調整可能量を示す情報、ならびに発電出力量の調整を行う分
散型電源を決定するための各分散型電源の優先度を示す情報および負荷量の調整を行う需
要設備を決定するための各需要設備の優先度を示す情報を管理する顧客情報管理手段、
　作業計画時に、少なくとも前記計測値記憶部に記憶される情報および前記顧客情報管理
手段により管理される情報、ならびに各分散型電源の発電出力量に応じた環境影響度を示
す情報もしくは各分散型電源の発電出力量に応じた費用を示す情報を用いて、作業実施時
のものとして想定される前記スマートグリッドもしくはマイクログリッドの系統の融通手
順を作成する作業計画時融通手順作成手段、および、
　作業実施時に、少なくとも前記計測値記憶部に記憶される情報および前記作業計画時融
通手順作成手段により作業計画時に作成された情報を用いて、当該作業実施時の系統状態
と作業計画時に作業実施時のものとして想定された系統状態との差異を認識し、前記差異
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がある場合に、各分散型電源の総発電出力量と各需要設備の総負荷量とを一致させるため
の融通手順を作成する作業実施時融通手順作成手段
　として機能させ、
　前記各分散型電源の前記発電出力調整可能量を示す情報は、前記計測値記憶部に記憶さ
れた情報を用いて作成され、
　前記各分散型電源の優先度を示す情報は、前記各分散型電源の定格発電容量および発電
出力調整可能量を示す情報を用いて作成されることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スマートグリッド及びマイクログリッド向け総合監視制御システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　我々が常日頃より使用する電力は、各種発電所（原子力、火力、水力など）で発電され
、基幹系統・配電系統を経て高品質の電力が安定して需要家に供給されている。しかし、
これまでの電力系統は、大量の電気の安定供給を目的として大規模集中型発電所を整備し
ているため、計画から運用開始までのリードタイムが長く、また、大規模発電所の立地条
件を満足する地域は需要地から遠い場所が多いため熱回収率まで含めた総合エネルギー効
率の向上に限界がある。
【０００３】
　また、近年環境保護への意識の高まりや関連法の整備により、ＣＯ２削減など環境負荷
低減の要求が高まっている。その対応策の一つとして、燃料電池、バイオマス発電、太陽
光発電、風力発電、蓄電熱装置などの再生可能エネルギーの開発・実用化が急速に進みつ
つある。しかし、その一方では、太陽光、風力などの自然エネルギーを利用した分散型電
源は、出力が不安定で制御が困難なため、今後、自然エネルギーを活用した多くの分散型
電源が既存大規模電力網（以下、「商用側ネットワーク」と記す）と連系した場合、系統
の安定性や信頼性といった電力品質に対し悪影響を及ぼす可能性があることが懸念されて
いる。
【０００４】
　これらの課題を解決する手段の一つとして、近年、スマートグリッドやマイクログリッ
ドが世界各国で広く注目されている。例えばマイクログリッドは、需要地内に電源を置く
ことで高い総合エネルギー効率を得ることが可能である。また、自然変動電源など制御困
難な電源と制御可能な電源とを組み合わせた電源構成とすることで、環境に配慮しつつ商
用側ネットワークに影響を与えないネットワークとして構築することができる。それぞれ
の分散型電源の特徴を相互補完する形で、分散型電源を小規模ネットワーク化・システム
化し、電力系統に対して影響をできる限り小さくし、また貢献することもできる「良き市
民」となるのが「マイクログリッド」である。
【０００５】
　マイクログリッドに関しては、我が国でも数多くの研究・実証試験が進められており、
２００３年度から２００７年度までの計画で、愛知、京都、八戸などにおいてＮＥＤから
の委託による実証研究が行われている。マイクログリッドは環境問題の他にも、電力ピー
クカットや負荷平準化などの様々な施策の一つとして期待できる。マイクログリッドに関
する報告は、平常運用時の円滑運用を意識した連系点潮流の同時同量に関する評価、また
は、分散型電源や電力貯蔵装置等を用いて如何に需給バランスをとるかといった需給制御
機能に関する内容が多い（特許文献１～４）。
【０００６】
　マイクログリッドの実運用を行うためには、商用側ネットワークと同等レベルの電力品
質を維持した監視制御を行わなければならない。例えば、これまで自動給電システム（Ｅ
ＭＳ: Energy Management System）が行っていた需給計画及び周波数制御など、配電自動
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化システム（ＤＡＳ： Distribution Automation System）で行っていた充停電監視、系
統操作、事故復旧及び電圧制御など（例えば特許５～１１参照）、配電管理システム（Ｄ
ＭＳ: Distribution Management System）で行っていた設備管理、工事の計画や建設の業
務支援など、需要家エネルギー制御（ＤＳＭ: Demand Side Management）で行っていた負
荷制御（例えば特許文献１２～１３参照）などを全て行う必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－１３６６７７号公報
【特許文献２】特開２００８－２０１０１６号公報
【特許文献３】特開２００８－６１３８２号公報
【特許文献４】特開２００８－２７１７２３号公報
【特許文献５】特公平３－３４２９２号公報
【特許文献６】特開２００５－１１７７８７号公報
【特許文献７】特開２００６－６０８８５号公報
【特許文献８】特開２００６－９４６１１号公報
【特許文献９】特開２００６－２４６６８３号公報
【特許文献１０】特開２００７－２８７６９号公報
【特許文献１１】特開２００７－３２３９４２号公報
【特許文献１２】特開平１１－３１３４４１号公報
【特許文献１３】特開２０００－７８７４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　現在の商用側ネットワーク（配電系統レベル）における電源容量は、夏季の需要ピーク
時などを除けば、一箇所の電源端で１配電線全てを供給できるだけの電力量が保障されて
いる。そのため、事故発生時や作業実施時に系統切替えを実施しても、他の電源元を確保
しやすく、供給支障区間が発生する頻度が非常に少ない。しかし、マイクログリッドでは
電力源が複数の小型分散型電源の集合群となるため、平常運用時では供給電力量が満たさ
れた状態でも、系統切替えが行われると供給電力量が不足する区間が各所で発生する可能
性が高い。そのため、電源容量が十分に確保されたことを前提にした従来の融通方式をマ
イクログリッドに適用しても、供給支障区間が多数発生することが想定される。
【０００９】
　例えば、事故発生などの異常時には、緊急に供給予備力を確保するために、マイクログ
リッド内に連系された分散型電源の発電出力を変動させる必要がある。しかし、分散型電
源の発電出力の調整を実施しても発電容量が小さいものや、太陽光発電、風力発電といっ
た分散型電源のように発電出力を制御できないものが存在するため、十分供給電源量を確
保できない場合がある。
【００１０】
　また、作業計画時には、分散型電源の発電出力や需要負荷の調整計画を行って、作業実
施系統を策定しなければならず、作業実施時には、平常運用時と同等の運用状態を維持し
なければならない。しかし、マイクログリッド内にはその日の天候などにより発電出力量
が変動する自然変動電源（風力発電、太陽光発電など）が存在するため、作業計画時に想
定した系統状態と作業実施時の系統状態とが異なることが多い。
【００１１】
　こうした課題は、マイクログリッドのみならず、スマートグリッドにおいても言えるこ
とである。
【００１２】
　本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、スマートグリッドやマイクログリッド
での事故発生時もしくは作業実施時に電力を適切に融通させることが可能な総合監視制御
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システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一態様による総合監視制御システムは、スマートグリッドもしくはマイクログ
リッドにおける個々の分散型電源の発電出力および需要設備の負荷の監視および制御を行
う総合監視制御システムにおいて、各分散型電源の現在の発電出力量を示す情報および各
需要設備の現在の負荷量を示す情報を記憶する計測値記憶部と、少なくとも各分散型電源
の定格発電容量および発電出力調整可能量を示す情報、各需要設備の契約電力量および負
荷調整可能量を示す情報、ならびに発電出力量の調整を行う分散型電源を決定するための
各分散型電源の優先度を示す情報および負荷量の調整を行う需要設備を決定するための各
需要設備の優先度を示す情報を管理する顧客情報管理手段と、前記マイクログリッドもし
くはスマートグリッドの系統に事故が発生した場合に、少なくとも前記計測値記憶部に記
憶される情報および前記顧客情報管理手段により管理される情報を用いて、各分散型電源
の総発電出力量と各需要設備の総負荷量とを一致させるための融通手順を作成する異常時
融通手順作成手段とを具備し、前記各分散型電源の前記発電出力調整可能量を示す情報は
、前記計測値記憶部に記憶された情報を用いて作成され、前記各分散型電源の優先度を示
す情報は、前記各分散型電源の定格発電容量および発電出力調整可能量を示す情報を用い
て作成され、前記異常時融通手順作成手段は、電力融通後の系統を決定するとともにその
際に健全停電区間を復旧するために必要となる電力量を決定する融通後系統決定手段と、
前記融通後系統決定手段により決定された情報を用いて、いずれかの分散型電源の発電出
力量を調整する融通手順を作成する分散型電源発電出力調整手段と、前記分散型電源発電
出力調整による発電出力調整だけでは供給電力量が足りない場合に、負荷調整可能な需要
設備に対して予め決められた範囲内で負荷量を調整する融通手順を作成する需要負荷調整
手段と、前記需要負荷調整手段による負荷調整によっても供給電力量が足りず、かつ、事
故の復旧に一定以上の時間がかかる場合に、前記需要負荷調整手段による負荷調整を行っ
た需要設備に対して前記範囲を超えて更なる負荷量の調整の許諾を依頼する融通手順を作
成する供給支障区間復旧手段と、前記健全停電区間への融通処理を実施する需要設備が備
えている分散型電源の逆潮流を加味した復旧を行う融通手順を作成する健全停電区間復旧
手段とを有することを特徴とする。
【００１４】
　本発明の他の態様による総合監視制御システムは、スマートグリッドもしくはマイクロ
グリッドにおける個々の分散型電源の発電出力および需要設備の負荷の監視および制御を
行う総合監視制御システムにおいて、各分散型電源の現在の発電出力量を示す情報、各需
要設備の現在の負荷量を示す情報、各分散型電源の過去の発電出力量の実績を示す情報お
よび各需要設備の過去の負荷量の実績を示す情報を記憶する計測値記憶部と、少なくとも
各分散型電源の定格発電容量および発電出力調整可能量を示す情報、各需要設備の契約電
力量および負荷調整可能量を示す情報、ならびに発電出力量の調整を行う分散型電源を決
定するための各分散型電源の優先度を示す情報および負荷量の調整を行う需要設備を決定
するための各需要設備の優先度を示す情報を管理する顧客情報管理手段と、作業計画時に
、少なくとも前記計測値記憶部に記憶される情報および前記顧客情報管理手段により管理
される情報、ならびに各分散型電源の発電出力量に応じた環境影響度を示す情報もしくは
各分散型電源の発電出力量に応じた費用を示す情報を用いて、作業実施時のものとして想
定される前記スマートグリッドもしくはマイクログリッドの系統の融通手順を作成する作
業計画時融通手順作成手段と、作業実施時に、少なくとも前記計測値記憶部に記憶される
情報および前記作業計画時融通手順作成手段により作業計画時に作成された情報を用いて
、当該作業実施時の系統状態と作業計画時に作業実施時のものとして想定された系統状態
との差異を認識し、前記差異がある場合に、各分散型電源の総発電出力量と各需要設備の
総負荷量とを一致させるための融通手順を作成する作業実施時融通手順作成手段とを具備
し、前記各分散型電源の前記発電出力調整可能量を示す情報は、前記計測値記憶部に記憶
された情報を用いて作成され、前記各分散型電源の優先度を示す情報は、前記各分散型電
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源の定格発電容量および発電出力調整可能量を示す情報を用いて作成されることを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、スマートグリッドやマイクログリッドでの事故発生時もしくは作業実
施時に電力を適切に融通させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る総合監視制御システムが適用されるマイクログリッド
と商用側ネットワークとを含む全体システムの構成の一例を示す図。
【図２】図１中に示される総合監視制御システムの構成の一例を示す図。
【図３】計測値モニタリング部３２の構成の一例を示す図。
【図４】顧客情報管理部３３の構成の一例を示す図。
【図５】需要負荷調整部２５の構成の一例を示す図。
【図６】異常時融通手順作成部４１の構成の一例を示す図。
【図７】事故前系統復旧部４２の構成の一例を示す図。
【図８】作業計画時融通手順作成部３９の構成の一例を示す図。
【図９】作業実施時融通手順作成部４０の構成の一例を示す図。
【図１０】事故発生時の事故時融通手順作成部４１の動作の一例を示すフローチャート。
【図１１】分散型電源発電出力調整のみで対応可能な場合のマイクログリッドの系統図。
【図１２】分散型電源発電出力調整と１回の需要負荷調整で対応可能な場合のマイクログ
リッドの系統図。
【図１３】分散型電源発電出力調整と２回の需要負荷調整で対応可能な場合のマイクログ
リッドの系統図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る総合監視制御システムが適用されるマイクログリッ
ドと商用側ネットワークとを含む全体システムの構成の一例を示す図である。なお、図１
中に示されるマイクログリッドをスマートグリッドに代えた形態とすることも可能である
。
【００１９】
　図１に示されるように、マイクログリッド１０は、ベース電源Ｇ１０１や調整用電源Ｇ
１０２を有する商用側ネットワークＣ１と１つの連系点で接続され、複数の分散型電源（
蓄電池を含む）Ｇ１～Ｇ６および複数の需要家の需要設備（負荷）Ｊ１…を有し、商用側
ネットワークＣ１との連系運転及び商用側ネットワークＣ１からの独立運転が可能となる
システムである。
【００２０】
　分散型電源（蓄電池を含む）の例としては、バイオマス発電機Ｇ１、ガスエンジン／ガ
スタービン（ＧＥ／ＧＴ）発電機Ｇ２、二次電池Ｇ３、太陽光発電機Ｇ４、燃料電池Ｇ５
、風力発電機Ｇ６などが挙げられる。
【００２１】
　総合監視制御システム１は、マイクログリッドのみならずスマートグリッドにも適用可
能な各種のプログラムを備えたコンピュータであり、例えばマイクログリッド１０におけ
る個々の分散型電源Ｇ１～Ｇ６の発電出力および個々の需要設備Ｊ１…の負荷のそれぞれ
の監視および制御を行うコンピュータとして実現される。
【００２２】
　図２は、図１中に示される総合監視制御システムの構成の一例を示す図である。
【００２３】
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　図２に示される総合監視制御システム１は、各種の機能として、周波数制御部２１、需
給制御部２２、系統監視部２３、業務支援部２４、需要負荷調整部２５、需給計画部２６
、ＳＷ・電圧調整機器状態取り込み部２７、状態把握部２８、電力品質監視部２９、設備
管理部３０、図面作成部３１、計測値モニタリング部３２、顧客情報管理部３３、事故区
間判定部３４、作業区間設定部３５、事故処理部３６、作業計画部３７、作業実施部３８
、作業計画時融通手順作成部３９、作業実施時融通手順作成部４０、異常時融通手順作成
部４１、事故前系統復旧部４２などを備えている。
【００２４】
　周波数制御部２１は、各分散型電源の発電出力の周波数を制御するものである。
【００２５】
　需給制御部２２は、各分散型電源と各需要設備との需給の制御を行うものである。
【００２６】
　系統監視部２３は、各分散型電源および各需要設備が接続される系統を監視するもので
ある。
【００２７】
　業務支援部２４は、工事の計画や建設の業務支援を行うものである。
【００２８】
　需要負荷調整部２５は、異常時融通手順作成部４１により作成された融通手順、もしく
は事故前系統復旧部４２により作成された融通手順に従って、該当する需要設備の負荷量
の調整を実施するものである。
【００２９】
　需給計画部２６は、各分散型電源と各需要設備との需給の計画を行うものである。
【００３０】
　ＳＷ・電圧調整機器状態取り込み部２７は、開閉器や電圧調整機器の状態を示す信号を
取り込むものである。
【００３１】
　状態把握部２８は、系統内の事故の発生の有無などを把握するものである。
【００３２】
　電力品質監視部２９は、系統の電力品質を監視するものである。
【００３３】
　設備管理部３０は、系統の設備管理を行うものである。
【００３４】
　図面作成部３１は、系統の図面を作成するものである。
【００３５】
　計測値モニタリング部３２は、各分散型電源の現在の発電出力量を示す情報および各需
要設備の現在の負荷量を示す情報を取得するとともに、各分散型電源の過去の発電出力量
の実績を示す情報および各需要設備の過去の負荷量の実績を示す情報を保管するものであ
る。例えば、スマートメータなどの計測機器によりロードサーベイの実施を行うことが可
能である。
【００３６】
　顧客情報管理部３３は、顧客の分散型電源や需要設備に関する契約事項などを管理する
ものである。例えば、各分散型電源の定格発電容量および発電出力調整可能量を示す情報
、各需要設備の契約電力量および負荷調整可能量を示す情報、ならびに発電出力量の調整
を行う分散型電源を決定するための各分散型電源の優先度を示す情報および負荷量の調整
を行う需要設備を決定するための各需要設備の優先度を示す情報などを管理している。
【００３７】
　事故区間判定部３４は、系統内の事故の発生した区間を判定するものである。
【００３８】
　作業区間設定部３５は、系統内の作業区間を設定するものである。
【００３９】
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　事故処理部３６は、系統内で発生した事故に対する処理を行うものである。
【００４０】
　作業計画部３７は、系統内の作業を計画するものである。
【００４１】
　作業実施部３８は、計画した作業を実施するものである。
【００４２】
　作業計画時融通手順作成部３９は、作業計画時に、少なくとも計測値モニタリング部３
２により保管される情報および顧客情報管理部３３により管理される情報、ならびに各分
散型電源の発電出力量に応じた環境影響度を示す情報もしくは各分散型電源の発電出力量
に応じた費用を示す情報を用いて、作業実施時のものとして想定されるマイクログリッド
１０の系統の融通手順を作成するものである。
【００４３】
　作業実施時融通手順作成部４０は、作業実施時に、少なくとも前記計測値モニタリング
手段により取得される情報および前記作業計画時融通手順作成手段により作業計画時に作
成された情報を用いて、当該作業実施時の系統状態と作業計画時に作業実施時のものとし
て想定された系統状態との差異を認識し、各分散型電源の総発電出力量と各需要設備の総
負荷量とを一致させるための融通手順を作成するものである。
【００４４】
　異常時融通手順作成部４１は、マイクログリッド１０の系統に事故が発生した場合に、
少なくとも計測値モニタリング部３２により取得される情報および顧客情報管理部３３に
より管理される情報を用いて、各分散型電源の総発電出力量と各需要設備の総負荷量とを
一致させることを最優先とする融通手順を作成するものである。
【００４５】
　事故前系統復旧部４２は、事故が発生した後に、異常時融通手順作成部４１により生成
された情報を用いて、系統を事故前の状態に復旧させるものである。
【００４６】
　次に、図３～図９を参照して、図２の総合監視制御システム１に含まれれる主要な要素
の機能構成について説明する。
【００４７】
　図３～図９においては、図示しない記憶媒体にそれぞれ記憶される各種の情報が存在す
る。図３～図９の機能構成を説明する前に、まず各種の情報について説明しておく。なお
、共通する情報には、同一の符号を付している。
【００４８】
　融通対象区間情報１００は、電力融通（系統操作などを含む）を行う対象区間を示す情
報である。
【００４９】
　融通後系統情報１０１は、系統操作を行った後、その区間でどれだけの電力が必要とな
るかなどの電力融通後の系統の構成を示す情報である。
【００５０】
　供給支障区間情報１０２は、事故により供給支障（停電）が発生する区間を示す情報で
ある。
【００５１】
　系統内分散型電源情報１０３は、系統内に連系されている分散型電源の定格容量などを
示す情報である。
【００５２】
　契約需要電力量情報１０４は、系統内に連系されている顧客の契約電力量を示す情報で
ある。
【００５３】
　事故区間復旧情報１０５は、事故区間の復旧に要する時間などを示す情報である。
【００５４】
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　分散型電源発電出力現在情報１０６は、系統内に連系されている分散型電源の現在の発
電出力量を示す情報である。
【００５５】
　需要負荷現在情報１０７は、系統内に連系されている顧客の現在の需要負荷量を示す情
報である。
【００５６】
　分散型電源発電出力調整優先度情報１０８は、分散型電源発電出力調整を行う際に、調
整を行う対象を決める基準となる情報である。金銭的インセンティブ（報奨金）などを参
考に作られる。例えば、同量の発電出力量の調整でも分散型電源Ａでは１０万円で済むの
に対し、分散型電源Ｂでは２０万円かかるなら分散型電源Ａの発電出力量を調整するなど
。
【００５７】
　需要負荷調整優先度情報１０９は、分散型電源発電出力量調整優先度情報１０８と同様
に、需要負荷調整を行う際に、調整を行う対象を決める基準となる情報である。
【００５８】
　分散型電源発電出力指令情報１１０は、分散型電源の発電出力量をどれだけ調整するか
を示す指令情報である。この情報に基づき、周波数制御部２１及び需給制御部２２が実際
に分散型電源の制御及び調整を行う。
【００５９】
　需要負荷調整指令情報１１１は、需要設備の負荷量をどれだけ調整するかを示す指令情
報である。この情報に基づき、需要負荷調整部２５が実際に需要設備の負荷量を調整する
。
【００６０】
　設備情報１１２は、系統内に連系されている各種設備の情報である。
【００６１】
　開閉器状態情報１１３は、系統内に連系されている開閉器の入／切の状態を示す情報で
ある。
【００６２】
　作業計画情報１１４は、作業計画において作業実施時のものとして想定される系統の構
成を示す情報である。想定される分散型電源発電出力量や需要負荷量も含む。
【００６３】
　分散型電源発電出力実績情報１１５は、系統内に連系されている分散型電源のこれまで
の発電出力量の傾向などの実績を示す情報である。
【００６４】
　需要負荷実績情報１１６は、系統内に連系されている顧客のこれまでの需要負荷量の傾
向などの実績を示す情報である。
【００６５】
　環境性計算情報１１７は、どの種類の分散型電源でどれくらい発電するとそれに伴いど
れくらいのＣＯ２が発生するなどの環境性に関する情報である。
【００６６】
　経済性計算情報１１８は、どの種類の分散型電源でどれくらい発電するとそれに伴いど
れくらいの費用がかかるなどの経済性に関する情報である。
【００６７】
　作業実施前系統情報１１９は、作業実施前の健全な系統の構成を示す情報である。
【００６８】
　需要負荷調整通知手段情報１２０は、需要家主体の負荷調整可能限界量以上の負荷調整
を依頼する際、顧客にその依頼をする連絡方法を示す情報である。例えば、電話をかける
、メールを送る、ベルを鳴らすなど。
【００６９】
　金銭的インセンティブ算出情報１２１は、顧客との契約の種類などにより決まる金銭的
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インセンティブを示す情報である。例えば、通常割高な契約料金を払っているが、緊急時
に需要負荷調整に協力した際には、他人より多くの金銭的インセンティブをもらえること
などを示す情報である。
【００７０】
　事故後系統情報１２２は、事故後の系統の構成を示す情報である。
【００７１】
　事故前系統情報１２３は、事故が起こる前の健全な系統の構成を示す情報である。
【００７２】
　ＣＢ投入遮断状態情報１２４は、系統内に連系している遮断機の投入／遮断の状態を示
す情報である。
【００７３】
　図３は、計測値モニタリング部３２の構成の一例を示す図である。
【００７４】
　計測値モニタリング部３２は、主な機能として現在値ＴＭ計測部２０９を備えている。
【００７５】
　現在値ＴＭ計測部２０９は、分散型電源発電出力現在情報１０６（各分散型電源の現在
の発電出力量を示す情報）および需要負荷現在情報１０７（各需要設備の現在の負荷量を
示す情報）を取得して、それらを記憶媒体に記憶するとともに、分散型電源発電出力実績
情報１１５（これまで取得した分散型電源発電出力現在情報１０６の傾向などの実績を示
す情報）および需要負荷実績情報１１６（これまで取得した需要負荷現在情報１０７の傾
向などの実績を示す情報）を作成し、記憶媒体に記憶するものである。
【００７６】
　図４は、顧客情報管理部３３の構成の一例を示す図である。
【００７７】
　顧客情報管理部３３は、主な機能として、顧客情報保管部２１１、分散型電源発電出力
調整優先度情報作成２１２、および需要負荷調整優先度情報作成部１２３を備えている。
【００７８】
　顧客情報保管部２１１は、予め取得しておいた需要負荷調整通知手段情報１２０や、計
測値モニタリング部３２から提供される分散型電源発電出力現在情報１０６および需要負
荷現在情報１０７を用いて、系統内分散型電源情報１０３（各分散型電源の定格発電容量
、発電出力調整の可否、発電出力調整可能量などを示す情報）、ならびに契約需要電力量
情報１０４（各需要設備の契約電力量、負荷調整の可否、負荷調整可能量などを示す情報
）に加え、金銭的インセンティブ算出情報１２１（各分散型電源の発電出力量もしくは各
需要設備の負荷量を調整する際に顧客へ支払う金銭的インセンティブを示す情報）を作成
し、記憶媒体に保管するものである。作成した系統内分散型電源情報１０３や契約需要電
力量情報１０４は、必要に応じて異常時融通手順作成部４１へ提供される。
【００７９】
　分散型電源発電出力調整優先度情報作成部２１２は、顧客情報保管部２１１により保管
される系統内分散型電源情報１０３および金銭的インセンティブ算出情報１２１を用いて
、分散型電源発電出力調整優先度情報１０８（発電出力量の調整を行う分散型電源を決定
するための各分散型電源の優先度を示す情報）を作成し、記憶媒体に保管するものである
。作成した分散型電源発電出力調整優先度情報１０８は、必要に応じて異常時融通手順作
成部４１や作業実施時融通手順作成部４０へ提供される。
【００８０】
　需要負荷調整優先度情報作成部１２３は、顧客情報保管部２１１により保管される契約
需要電力量情報１０４および金銭的インセンティブ算出情報１２１を用いて、需要負荷調
整優先度情報１０９（負荷量の調整を行う需要設備を決定するための各需要設備の優先度
を示す情報）を作成し、記憶媒体に保管するものである。作成した需要負荷調整優先度情
報１０９は、必要に応じて異常時融通手順作成部４１や作業実施時融通手順作成部４０へ
提供される。また、この需要負荷調整優先度情報作成部１２３は、経済性計算情報１１８
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（各分散型電源の発電出力量に応じた費用などを示す情報）を作成し、記憶媒体に保管す
る機能も備えている。作成した経済性計算情報１１８は、必要に応じて作業計画時融通手
順作成部３９や作業実施時融通手順作成部４０へ提供される。
【００８１】
　図５は、需要負荷調整部２５の構成の一例を示す図である。
【００８２】
　需要負荷調整部２５は、主な機能として、需要負荷調整実施部２１０を備えている。
【００８３】
　需要負荷調整実施部２１０は、事故前系統復旧部４２もしくは作業実施時融通手順作成
部４０から提供される需要負荷調整指令情報１１１、および、顧客情報保管部２１１など
から提供される需要負荷調整通知手段情報１２０を用いて、指令情報に示されるいずれか
の需要設備の負荷量を調整するものである。
【００８４】
　図６は、異常時融通手順作成部４１の構成の一例を示す図である。
【００８５】
　異常時融通手順作成部４１は、主な機能として、融通後系統決定部２００、分散型電源
発電出力調整量決定部２０１、需要負荷調整量決定部２０２、供給支障区間復旧部２０３
、および健全停電区間復旧部２０４を備えている。
【００８６】
　融通後系統決定部２００は、系統監視部２３などから提供される融通対象区間情報１０
０を用いて、電力融通後の系統を決定するとともにその際に健全停電区間を復旧するため
に必要となる電力量を決定することにより融通後系統情報１０１を作成し、記憶媒体に保
管するものである。
【００８７】
　分散型電源発電出力調整量決定部２０１は、融通後系統決定部２００により決定された
融通後系統情報１０１、計測値モニタリング部３２から提供される分散型電源発電出力現
在情報１０６、ならびに、顧客情報管理部３３から提供される系統内分散型電源情報１０
３および分散型電源発電出力調整優先度情報１０８を用いて、いずれかの分散型電源の発
電出力量を調整する融通手順を含む分散型電源発電出力指令情報１１０を作成し、記憶媒
体に保管するものである。
【００８８】
　需要負荷調整量決定部２０２は、分散型電源発電出力調整部２０１による発電出力調整
だけでは供給電力量が足りない場合に、融通後系統決定部２００により決定された融通後
系統情報１０１、計測値モニタリング部３２から提供される需要負荷現在情報１０７、な
らびに、顧客情報管理部３３から提供される契約需要電力量情報１０４および需要負荷調
整優先度情報１０９を用いて、いずれかの需要設備の負荷量を調整する融通手順を含む需
要負荷調整指令情報１１１を作成し、記憶媒体に保管するものである。
【００８９】
　供給支障区間復旧部２０３は、前記需要負荷調整手段による負荷調整によっても供給電
力量が足りず、かつ、事故の復旧に一定以上の時間がかかる場合に、事故処理部３６から
提供される事故区間復旧情報１０５および計測値モニタリング部３２から提供される分散
型電源発電出力現在情報１０６を用いて、需要家に需要設備の更なる負荷量の調整（需要
家主体の負荷調整可能量以上の負荷調整）の許諾を依頼する融通手順を作成し、需要負荷
調整量決定部２０２’に対して更なる負荷調整の融通手順の作成を指示するものである。
【００９０】
　需要負荷調整量決定部２０２’は、供給支障区間復旧部２０３の指示に応じ、融通後系
統決定部２００により決定された融通後系統情報１０１、計測値モニタリング部３２から
提供される需要負荷現在情報１０７、ならびに、顧客情報管理部３３から提供される契約
需要電力量情報１０４および需要負荷調整優先度情報１０９を用いて、いずれかの需要設
備の負荷量を更に調整する融通手順を含む需要負荷調整指令情報１１１を作成し、記憶媒
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体に保管するものである。なお、この需要負荷調整量決定部２０２’は、需要負荷調整量
決定部２０２と一体化されていても良い。
【００９１】
　健全停電区間復旧部２０４は、計測値モニタリング部３２から提供される分散型電源発
電出力現在情報１０６および需要負荷現在情報１０７、ならびに、顧客情報管理部３３か
ら提供される分散型電源発電出力調整優先度情報１０８および需要負荷調整優先度情報１
０９を用いて、健全停電区間への融通処理を実施する需要設備が備えている分散型電源の
逆潮流を加味した復旧を行う融通手順を含む分散型電源発電出力指令情報１１０および需
要負荷調整指令情報１１１を作成するとともに、これらに関連する設備情報１１２および
開閉器状態情報１１３を作成し、記憶媒体に保管するものである。作成した分散型電源発
電出力指令情報１１０、需要負荷調整指令情報１１１、設備情報１１２、および開閉器状
態情報１１３は、必要に応じて、周波数制御部２１、需給制御部２２、需要負荷調整部２
５、もしくは事故前系統復旧部４２へ提供される。
【００９２】
　図７は、事故前系統復旧部４２の構成の一例を示す図である。
【００９３】
　事故前系統復旧部４２は、主な機能として、事故区間事故原因除去部２１４、事故除去
区間送電部２１５、切戻し操作実施部２１６、および系統状態チェック部２１７を備えて
いる。
【００９４】
　事故区間事故原因除去部２１４は、事故処理部３６から提供される事故区間復旧情報１
０５および事故後系統情報１２２を用いて、事故区間の事故原因の除去を行うものである
。
【００９５】
　事故除去区間送電部２１５は、系統監視部２３などから提供されるＣＢ投入遮断状態情
報１２４、ならびに、異常時融通手順作成部４１から提供される開閉器状態情報１１３、
設備情報１１２、分散型電源発電出力指令情報１１０、および需要負荷調整指令情報１１
１を用いて、事故区間事故原因除去部２１４により事故原因が除去された区間への送電を
行うものである。
【００９６】
　切戻し操作実施部２１６は、事故除去区間送電部２１５により送電が行われた後、事故
前系統情報１２３、ＣＢ投入遮断状態情報１２４、および設備情報１１２を用いて、分割
型電源の発電出力調整および需要設備の負荷調整により、系統を事故前の送電形態に戻す
操作手順を作成して切戻し操作を実行するものである。
【００９７】
　系統状態チェック部２１７は、切戻し操作実施手段により切戻し操作が行われた後、前
述の開閉器状態情報１１３および設備情報１１２、ならびに、計測値モニタリング部３２
から提供される分散型電源発電出力現在情報１０６および需要負荷現在情報１０７を用い
て、系統の状態（過負荷、電圧状態など）をチェックし、電力品質に問題が無いことを確
認するものである。
【００９８】
　図８は、作業計画時融通手順作成部３９の構成の一例を示す図である。
【００９９】
　作業計画時融通手順作成部３９は、主な機能として、融通対象区間供給電力量決定部２
０５、分散型電源発電出力計画部２０６、および需要負荷計画部２０７を備えている。
【０１００】
　融通対象区間供給電力量決定部２０５は、系統監視部２３などから提供される融通対象
区間情報１００、ならびに、計測値モニタリング部３２から提供される分散型電源発電出
力実績情報１１５および需要負荷実績情報１１６を用いて、融通対象区間の供給電力量を
決定して作業計画情報１１４の一部を作成し、記憶媒体に保管するものである。
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【０１０１】
　分散型電源発電出力計画部２０６は、融通対象区間供給電力量決定部２０５により決定
された情報を用いるとともに、計測値モニタリング部３２から提供される分散型電源発電
出力実績情報１１５、顧客情報管理部３３から提供される分散型電源発電出力調整優先度
情報１０８、ならびに、環境性計算情報１１７および経済性計算情報１１８を用いて、各
分散型電源の発電出力量に応じた環境影響度もしくは各分散型電源の発電出力量に応じた
費用を加味しつつ、各分散型電源の発電出力量の計画を行うことにより、作業計画情報１
１４の一部を作成し、記憶媒体に保管するものである。
【０１０２】
　需要負荷計画部２０７は、分散型電源発電出力計画部２０６により決定された情報を用
いるとともに、計測値モニタリング部３２から提供される需要負荷実績情報１１６、顧客
情報管理部３３から提供される需要負荷調整優先度情報１０９、および経済性計算情報１
１８を用いて、各需要設備の負荷量に応じた費用を加味しつつ、各需要設備の負荷量の計
画を行うことにより、作業計画情報１１４の一部を作成し、記憶媒体に保管するものであ
る。
【０１０３】
　図９は、作業実施時融通手順作成部４０の構成の一例を示す図である。
【０１０４】
　作業実施時融通手順作成部４０は、主な機能として、融通対象系統監視部２０８、分散
型電源発電出力調整部２０１、需要負荷調整部２０２、および健全停電区間復旧部２１８
を備えている。
【０１０５】
　融通対象系統監視部２０８は、作業計画部３７などから提供される作業実施前系統情報
１１９、作業計画時融通手順作成部３９から提供される作業計画情報１１４、ならびに、
計測値モニタリング部３２から提供される分散型電源発電出力現在情報１０６および需要
負荷現在情報１０７を用いて、作業実施時の系統状態と作業計画時に作業実施時のものと
して想定された系統状態との差異を認識するものである。
【０１０６】
　分散型電源発電出力調整部２０１は、融通対象系統監視部２０８により認識された情報
を用いるとともに、計測値モニタリング部３２から提供される分散型電源発電出力現在情
報１０６、顧客情報管理部３３から提供される分散型電源発電出力調整優先度情報１０８
、ならびに、環境性計算情報１１７および経済性計算情報１１８用いて、各分散型電源の
発電出力量に応じた環境影響度もしくは各分散型電源の発電出力量に応じた費用を加味し
つつ、いずれかの分散型電源の発電出力量を調整する融通手順を含む分散型電源発電出力
指令情報１１０を作成し、記憶媒体に保管するものである。
【０１０７】
　需要負荷調整部２０２は、分散型電源発電出力調整部２０１による発電出力調整だけで
は供給電力量が足りない場合に、計測値モニタリング部３２から提供される需要負荷現在
情報１０７、ならびに、顧客情報管理部３３から提供される需要負荷調整優先度情報１０
９および経済性計算情報１１８を用いて、各需要設備の負荷量に応じた費用を加味しつつ
、いずれかの需要設備の負荷量を調整する融通手順を含む需要負荷調整指令情報１１１を
作成し、記憶媒体に保管するものである。
【０１０８】
　健全停電区間復旧部２１８は、作業計画部３７などから提供される作業実施前系統情報
１１９を用いて、融通処理を実施する需要設備が備えている分散型電源の逆潮流を加味し
た復旧を行う融通手順を作成し、当該融通手順を反映させた分散型電源発電出力指令情報
１１０および需要負荷調整指令情報１１１を作成するとともに、開閉器状態情報１１３を
作成し、記憶媒体に保管するものである。作成した分散型電源発電出力指令情報１１０、
需要負荷調整指令情報１１１、および開閉器状態情報１１３は、必要に応じて、周波数制
御部２１、需給制御部２２、もしくは需要負荷調整部２５へ提供される。
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【０１０９】
　次に、前述の図２および図６を参照しつつ、図１０～図１３を参照して、事故発生時の
総合監視制御システム１の動作について説明する。
【０１１０】
　図１０は、事故発生時の事故時融通手順作成部４１の動作の一例を示すフローチャート
である。図１１は分散型電源発電出力調整のみで対応可能な場合のマイクログリッドの系
統図、図１２は分散型電源発電出力調整と１回の需要負荷調整で対応可能な場合のマイク
ログリッドの系統図、図１３は分散型電源発電出力調整と２回の需要負荷調整で対応可能
な場合のマイクログリッドの系統図である。なお、図１１～図１３に示される系統は、Ｃ
Ｂ（遮断機）１０、開閉器１１、制御可能な分散型電源１２、需要負荷１３、区間１４、
配電線１５、事故区間及び作業区間１６を含む。また、点線で囲まれる範囲１４ａ、１４
ｂ、１４ｃ、１４ｄ、１４ｅ、１４ｇ、１４ｈ、１４ｉは融通対象区間を表し、一点鎖線
で囲まれる範囲１４ｅは供給支障区間となってしまう箇所を表している。
【０１１１】
　図１１のマイクログリッドにおいて、例えば区間１４ｆで事故が発生した場合、図２の
総合監視制御システム１は、状態把握部２３により事故が発生したことを認識し、事故区
間判定部３４により事故区間を判定し、事故処理部３６により融通対象区間情報１００及
び事故個所の復旧に要する時間などが登録される事故区間復旧情報１０５を作成する。
【０１１２】
　次に、総合監視制御システム１は、図６の異常時融通手順作成部４１により事故復旧の
ための融通手順の作成を行う。異常時は、緊急を要すため環境性や経済性は度外視し、各
分散型電源と各需要設備との需給の一致、即ち、各分散型電源の総発電出力量と各需要設
備の総負荷量とを一致させることを最優先とする事故復旧のための融通手順を作成する。
【０１１３】
　図６の異常時融通手順作成部４１においては、融通後系統決定部２００は、融通対象区
間情報１００、顧客情報保管部２１１で保管する分散型電源の定格容量などを含む系統内
連系分散型電源情報１０３及び需要負荷現在情報１０７から融通後系統情報１０１及び供
給支障区間情報１０２を作成する。これを受け、分散型電源発電出力調整部２０１は、計
測値モニタリング部３２により作成される分散型電源発電出力実績情報１１５、系統内連
系分散型電源情報１０３、顧客情報管理部３３により作成される分散型電源発電出力調整
優先度情報１０８に基づき、融通後系統において全ての需要負荷への送電が可能となるよ
うにいずれかの分散型電源の発電出力量を調整する融通手順を作成する。
【０１１４】
　例えば、図１１で示すように、点線で囲まれた２つの融通対象区間１４ａ、１４ｂ、１
４ｃ、１４ｄ、１４ｅおよび融通対象区間１４ｇ、１４ｈ、１４ｉについて説明する。融
通対象区間１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄ、１４ｅの需要総負荷は５００ｋＷであり、
一方、分散型電源の発電出力量は４００ｋＷであるため、需要負荷に対して発電出力が１
００ｋＷ分不足となり、一点鎖線で囲まれる区間１４ｅが供給支障区間になってしまう（
図１０のステップＳ１１のＮｏ）。そこで、制御可能な分散型電源１２ａ、１２ｂの発電
出力を５０ｋＷずつ増加させることにより、供給支障区間が発生しないようにしている（
ステップＳ１２）。分散型電源の出力を変更する際の優先順位は、分散型電源発電出力調
整優先度情報１０８に基づき実施する。
【０１１５】
　分散型電源発電出力調整部２０１において、全ての需要負荷への電力供給が不可能な場
合は（ステップＳ１３のＮｏ）、需要負荷調整部２０２が融通後系統情報１０１、顧客情
報管理部３３で管理する契約需要電力量情報１０４及び需要負荷調整優先度情報１０９、
計測値モニタリング部３２により作成される需要負荷現在情報１０７を参照することによ
り、予め顧客である需要家との契約で、金銭的インセンティブを支払う代わりに決められ
た範囲内で需要設備の負荷量を調整しても良いとする負荷調整可能限界量まで当該需要設
備の負荷量を調整する融通手順を作成する（ステップＳ１４）。
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【０１１６】
　例えば、図１２のような電力状況であった場合、制御可能な分散型電源１２ａ、１２ｂ
の発電出力を５０ｋＷずつ増加させても発電出力量が足りないため、需要負荷１３ｂの需
要負荷量を現在の需要負荷量２５０ｋＷから負荷調整可能限界量２００ｋＷまで５０ｋＷ
分の需要負荷を削減することにより、供給支障区間が発生しないようにする。また、複数
の需要設備の負荷調整が可能な場合には、金銭的インセンティブ算出情報１２１や契約需
要電力量情報１０４などから、顧客情報管理部３３で作成される需要負荷調整優先度情報
１０９に基づき、どの負荷からどれだけの負荷調整を行うのか優先度を考慮して決定する
。
【０１１７】
　分散型電源発電出力調整部２０１及び需要負荷調整部２０２による調整を実施しても全
ての区間への電力供給が不可能な場合には（ステップＳ１５のＮｏ）、供給支障区間復旧
部２０３が事故区間復旧情報１０５及び供給支障区間情報１０２を参照する。事故区間の
復旧に時間がかかるようであれば（ステップＳ１６のＹｅｓ）、供給支障区間の停電時間
を可能な限り短縮するために、再度需要負荷調整部２０２’によって、需要負荷調整優先
度情報１０９などを参照し、需要家へ金銭的インセンティブを伴う需要家主体の負荷調整
可能限界量以上の負荷調整を依頼する融通手順を作成する（ステップＳ１７）。
【０１１８】
　例えば、図１３のような電力状況であった場合、制御可能な分散型電源１２ａ、１２ｂ
の発電出力を５０ｋＷずつ増加させ、且つ需要負荷１３ｂの需要負荷量を現在の需要負荷
量２５０ｋＷから負荷調整可能限界量２２０ｋＷまで３０ｋＷ調整しても電力が足りない
ため、需要家へ金銭的インセンティブを伴う需要化主体の負荷調整可能限界量以上の負荷
調整を依頼し、２０ｋＷさらに負荷調整を行うことで供給支障区間の発生を防ぐことがで
きる。分散型電源の予備力に関しては、特許文献１１などが参考になる。
【０１１９】
　周波数制御部２１、需給制御部２２、及び需要負荷調整部２５は、異常時融通手順作成
部４１で作成された分散型電源発電出力調整指令情報１１０及び需要負荷調整指令情報１
１１に従い、分散型電源や需要負荷の制御及び調整を実施する。需要負荷調整の際には、
顧客情報管理部３３で管理する需要負荷調整通知手段情報１２０を参照し、需要家に適し
た通知方法で需要負荷調整を行うことを通知した後に実施する。尚、需要家には通知を行
わずに遠隔操作により負荷調整できる場合もある。
【０１２０】
　また、健全停電区間復旧部２０４は、分散型電源発電出力調整指令情報１１０、需要負
荷調整指令情報１１１、設備情報１１２及び開閉器状態情報１１３を含み、需要設備が備
えている分散型電源の逆潮流も加味した健全停電区間への融通手順を作成し、その結果を
事故処理部３６へ通知する。
【０１２１】
　このように、マイクログリッド１０内で事故が発生した場合、顧客情報管理部３３で管
理する情報や、計測値モニタリング部３２で得た分散型電源発電出力情報や需要負荷情報
などを参照することにより、異常時融通手順作成部４１は分散型電源の発電出力調整及び
需要設備の負荷調整を可能とすることによって、供給支障を可能な限り最小とするような
融通手順を作成することが可能となる。また、事故前系統復旧部４２によって、事故除去
後の事故前系統への復旧時における環境性や経済性も加味した分散型電源発電出力調整や
需要負荷調整を伴う切戻し操作及び系統状態チェックが可能となる。
【０１２２】
　次に、再び図２、図８および図９を参照して、作業計画時および作業実施時の総合監視
制御システム１の動作について説明する。
【０１２３】
　図２の総合監視制御システム１は、配電線の張り替えや分散型電源のメンテナンス等の
作業計画を立てる際、設備管理部３０が管理する工事計画情報に基づき、今後予定される
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作業計画内容の管理を作業計画部３７により行う。作業時には平常運用時と同様に環境性
や経済性といったものも考慮した分散型電源の運転計画を行う必要がある。
【０１２４】
　図８の作業計画時融通手順作成部３９においては、融通対象区間供給電力量決定部２０
５が、融通対象区間情報１００に基づき、作業実施が予定される日時より、想定される分
散型電源発電出力量や需要負荷量を分散型電源発電出力実績情報１１５及び需要負荷実績
情報１１６から判断し、作業実施時に想定される系統情報を作業計画情報１１４に登録す
る。
【０１２５】
　マイクログリッドの電力源は小型分散型電源の集合群となるため、平常時には需給バラ
ンスが取れていたにも関わらず、作業実施のための系統切替えにより十分な電力量を確保
できなくなる可能性がある。このため、分散型電源発電出力計画部２０６は、分散型電源
の発電出力を最大限運用とした計画を立てたとしても供給しきれない区間が生じる場合に
は、需要負荷計画部２０７による需要負荷調整を計画し、供給支障区間が生じることがな
いような作業実施系統を作成する。
【０１２６】
　需要負荷計画部２０７による需要負荷調整によっても、電力が足りないと想定される場
合には、過渡的ではあるが、系統内に新たな分散型電源を投入することなどが考えられる
。このような追加費用も考慮した上での、金銭的インセンティブの見直し等を含む需要負
荷調整を再度考え、作業実施系統を見直す必要がある。
【０１２７】
　作業実施時には、図９の作業実施時融通手順作成部４０において、融通対象系統監視部
２０８が、作業計画部３７で管理する作業計画情報１１４、計測値モニタリング部３２に
より作成される分散型電源発電出力現在情報１０６及び需要負荷現在情報１０７に基づき
、現在の系統情報を把握することで、作業計画時に想定した状態との差異を認識する。
【０１２８】
　差異がある場合には、分散型電源発電出力調整部２０１が、現在の需要負荷量に合わせ
ていずれかの分散型電源の発電出力量を調整し、分散型電源発電出力調整指令情報１１０
を作成する。
【０１２９】
　それでも電力が足りない時には、需要負荷調整部２０２が需要設備の負荷量を調整し、
需要負荷調整指令情報１１１として最適な融通手順を作成する。
【０１３０】
　送電操作部２１８は、作業を実施するために系統を切替え、結果を作業実施部３８へ通
知する。その際、作業実施前系統情報１１９に基づき、需要設備が備えている分散型電源
の逆潮流も加味した作業前系統への復旧操作手順も併せて通知する。
【０１３１】
　このように、マイクログリッド１０内で作業の計画及び実施を行う場合においては、顧
客情報管理部３３で管理する情報や、計測値モニタリング部３２で得た分散型電源発電出
力情報や需要負荷情報などを参照することにより、環境性及び経済性を考慮した最適な作
業系統を形成することが可能となる。
【０１３２】
　なお、上記実施形態で述べた各種の機能は、コンピュータプログラムとして、コンピュ
ータにより読み取り可能な記憶媒体（例えば磁気ディスク，光ディスク，半導体メモリ）
に記憶させておき、必要に応じてそれをプロセッサにより読み出して実行するようにして
もよい。また、このようなコンピュータプログラムは、通信媒体を介してあるコンピュー
タから他のコンピュータに伝送することにより配布することも可能である。
【０１３３】
　本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸
脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている
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複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態
に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態
にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【０１３４】
　１…総合監視制御システム、１０…ＣＢ（遮断機）、１１…開閉器、１２…制御可能な
分散型電源、１３…需要負荷、１４…区間、１５…配電線、１６…事故区間及び作業区間
、２１…周波数制御部、２２…需給制御部、２３…系統監視部、２４…業務支援部、２５
…需要負荷調整部、２６…需給計画部、２７…ＳＷ・電圧調整機器状態取り込み部、２８
…状態把握部、２９…電力品質監視部、３０…設備管理部、３１…図面作成部、３２…計
測値モニタリング部、３３…顧客情報管理部、３４…事故区間判定部、３５…作業区間設
定部、３６…事故処理部、３７…作業計画部、３８…作業実施部、３９…作業実施時融通
手順作成部、４０…作業計画時融通手順作成部、４１…事故時融通手順作成部、４２…事
故前系統復旧部、１００…融通対象区間情報、１０１…融通後系統情報、１０２…供給支
障区間情報、１０３…系統内分散型電源情報、１０４…契約需要電力量情報、１０５…事
故区間復旧情報、１０６…分散型電源発電出力現在情報、１０７…需要負荷現在情報、１
０８…分散型電源発電出力調整優先度情報、１０９…需要負荷調整優先度情報、１１０…
分散型電源発電出力指令情報、１１１…需要負荷調整指令情報、１１２…設備情報、１１
３…開閉器状態情報、１１４…作業計画情報、１１５…分散型電源発電出力実績情報、１
１６…需要負荷実績情報、１１７…環境性計算情報、１１８…経済性計算情報、１１９…
作業実施前系統情報、１２０…需要負荷調整通知手段情報、１２１…金銭的インセンティ
ブ算出情報、１２２…事故後系統情報、１２３…事故前系統情報、１２４…ＣＢ投入遮断
状態情報、２００…融通後系統決定部、２０１…分散型電源発電出力調整量決定部、２０
２…需要負荷調整量決定部、２０３…供給支障区間復旧部、２０４…健全停電区間復旧部
、２０５…融通対象区間供給電力量決定部、２０６…分散型電源発電出力計画部、２０７
…需要負荷計画部、２０８…融通対象系統監視部、２０９…現在値ＴＭ計測部、２１０…
需要負荷調整実施部、２１１…顧客情報保管部、２１２…分散型電源発電出力調整優先度
情報作成部、２１３…需要負荷調整優先度情報作成部、２１４…事故区間事故原因除去部
、２１５…事故除去区間送電部、２１６…切戻し操作実施部、２１７…系統状態チェック
部、２１８…送電操作部。
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